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問
もんだい

題 7　社
しゃかいふくしほう

会福祉法に基
もと

づく社
しゃかいふくしほうじん

会福祉法人に関
かん

する次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，適
てきせつ

切なものを 

1 つ選
えら

びなさい。

1　収
しゅうえきじぎょう

益事業は禁
きんし

止されている。

2　所
しょかつちょう

轄庁は内
ないかくふ

閣府である。

3　設
せつりつじ

立時に所
しょかつちょう

轄庁の認
にんか

可は不
ふよう

要である。

4　評
ひょうぎいんかい

議員会を置
お

く必
ひつよう

要がある。

5　解
かいさん

散は禁
きんし

止されている。

問
もんだい

題 8　次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，定
ていきじゅんかい

期巡回・随
ずいじたいおうがたほうもんかいごかんご

時対応型訪問介護看護の説
せつめい

明として，正
ただ

し

いものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　利
りようていいん

用定員は， 9人
にん

以
い か

下と定
さだ

められている。

2　日
にっちゅう

中・夜
やかん

間を通
つう

じて，提
ていきょう

供するサービスである。

3　認
にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

知症対応型共同生活介護（認
にんちしょうこうれいしゃ

知症高齢者グループホーム）に入
にゅうきょ

居する利
りようしゃ

用者に

対
たい

して，機
きのうくんれん

能訓練を行
おこな

うサービスである。

4　通
かよ

い，泊
と

まり，看
かんご

護の 3種
しゅるい

類の組
くみあわ

合せによるサービスである。

5　都
とどうふけん

道府県が事
じぎょうしゃ

業者の指
してい

定，指
しどう

導，監
かんとく

督を行
おこな

うサービスである。

社
しゃかい

会の理
り か い

解
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問
もんだい

題 9　Ａさん（48 歳
さい

，会
かいしゃいん

社員）は，うつ 症
しょうじょう

状 から体
たいちょうふりょう

調不良が続
つづ

き，仕
しごと

事を休
やす

む

ことが増
ふ

えたため，自
じしゅてき

主的に退
たいしょく

職した。その後
ご

，体
たいちょう

調は回
かいふく

復したが，再
さいしゅうしょくさき

就職先

がなかなか見
み

つからなかった。しばらく貯
ちょきん

金で生
せいかつ

活していたが，数
すう

か月
げつご

後，生
せいかつ

活を

営
いとな

むことができなくなってしまった。頼
たよ

れる親
しんぞく

族はなく，生
せいかつほご

活保護を受
じゅきゅう

給するこ

とにした。

この事
じれい

例において，日
にほんこくけんぽう

本国憲法に基
もと

づいてＡさんに保
ほしょう

障された権
けんり

利として，最
もっと

も適
てきせつ

切なものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　団
だんたいこうしょうけん

体交渉権

2　平
びょうどうけん

等権

3　財
ざいさんけん

産権

4　思
しそう

想の自
じゆう

由

5　生
せいぞんけん

存権

問
もんだい

題 10　次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，保
ほけんじょ

健所に関
かん

するものとして，正
ただ

しいものを 1 つ選
えら

びなさ

い。

1　保
ほけんし じ ょ さ ん し か ん ご し ほ う

健師助産師看護師法に基
もと

づいて設
せっち

置されている。

2　すべての市
しちょうそん

町村に設
せっち

置の義
ぎ む

務がある。

3　業
ぎょうむ

務には精
せいしんほけん

神保健に関
かん

する事
じこう

項が含
ふく

まれている。

4　歯
し か え い せ い し

科衛生士を置
お

かなくてはならない。

5　児
じどう

童の一
い ち じ ほ ご

時保護を行
おこな

う。
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問
もんだい

題 11　地
ちいきほうかつしえん

域包括支援センターの業
ぎょうむ

務に関
かん

する記
きじゅつ

述として，正
ただ

しいものを 1 つ選
えら

び

なさい。

1　地
ちいき

域ケア会
かいぎ

議の開
かいさい

催

2　施
しせつ

設サービスのケアプランの作
さくせい

成

3　成
せいねんこうけんせいど

年後見制度の申
しんせい

請

4　介
かいごにんていしんさかい

護認定審査会の設
せっち

置

5　地
ちいきみっちゃくがた

域密着型サービスの事
じぎょうしゃ

業者の指
しどう

導・監
かんとく

督

問
もんだい

題 12　Ｂさん（85 歳
さい

，男
だんせい

性，要
ようしえん

支援 1）は，自
じたく

宅で一
ひ と り ぐ

人暮らしをしている。最
さいきん

近，

物
ものわす

忘れが多
おお

くなり， 1か月
げつまえ

前から地
ちいきしえんじぎょう

域支援事業の訪
ほうもんがた

問型サービスを利
りよう

用するように

なった。ある日
ひ

，Ｂさんが，「これからも自
じたく

宅で生
せいかつ

活したいが，日
にっちゅう

中，話
はな

し相
あいて

手が

いなくて寂
さび

しい」と介
かいごふくししょく

護福祉職に話
はな

した。

次
つぎ

のうち，Ｂさんに介
かいごふくししょく

護福祉職が勧
すす

めるサービスとして，最
もっと

も適
てきせつ

切なものを 1

つ選
えら

びなさい。

1　認
にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

知症対応型共同生活介護（認
にんちしょうこうれいしゃ

知症高齢者グループホーム）

2　介
かいごろうじんふくししせつ

護老人福祉施設

3　第
だいいちごうつうしょじぎょう

一号通所事業（通
つうしょがた

所型サービス）

4　夜
やかんたいおうがたほうもんかいご

間対応型訪問介護

5　居
きょたくりょうようかんりしどう

宅療養管理指導
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問
もんだい

題 13　介
かいごほけんせいど

護保険制度に関
かん

する記
きじゅつ

述として，正
ただ

しいものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　第
だい

1 号
ごうひほけんしゃ

被保険者の保
ほけんりょう

険料は，都
とどうふけん

道府県が 徴
ちょうしゅう

収 する。

2　第
だい

1 号
ごうひほけんしゃ

被保険者の保
ほけんりょう

険料は，全
ぜんこくいちりつ

国一律である。

3　第
だい

2 号
ごうひほけんしゃ

被保険者の保
ほけんりょう

険料は，年
ねんきんほけん

金保険の保
ほけんりょう

険料と合
あ

わせて 徴
ちょうしゅう

収 される。

4　財
ざいげん

源には，第
だい

1 号
ごうひほけんしゃ

被保険者の保
ほけんりょう

険料と第
だい

2 号
ごうひほけんしゃ

被保険者の保
ほけんりょう

険料が含
ふく

まれる。

5　介
かいごほけん

護保険サービスの利
りようしゃふたんわりあい

用者負担割合は，一
いちりつ

律， 1割
わり

である。

問
もんだい

題 14　障
しょうがいしゃ

害者の雇
こよう

用の促
そくしんとう

進等に関
かん

する法
ほうりつ

律に関
かん

する次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，正
ただ

しいも

のを 1 つ選
えら

びなさい。

1　2024 年
ねんど

度（令
れいわ

和 6 年
ねんど

度）の民
みんかんきぎょう

間企業の法
ほうていこようりつ

定雇用率は，2.5 ％である。

2　精
せいしんしょうがいしゃ

神障害者は，法
ほうていこようりつ

定雇用率の対
たいしょう

象から除
じょがい

外されている。

3　2024 年
ねんど

度（令
れいわ

和 6 年
ねんど

度）に，障
しょうがいしゃ

害者の雇
こ よ う ぎ む

用義務が生
しょう

じるのは，従
じゅうぎょういん

業員 101 人
にんい

以 

上
じょう

の事
じぎょうぬし

業主である。

4　週
しゅうしょていろうどうじかん

所定労働時間が 10 時
じかんいじょう

間以上 20 時
じかんみまん

間未満の労
ろうどう

働は認
みと

められていない。

5　2024 年
ねんど

度（令
れいわ

和 6 年
ねんど

度）の事
じぎょうぬししえん

業主支援（助
じょせいきん

成金）は，2023 年
ねんど

度（令
れいわ

和 5 年
ねんど

度）以
いぜん

前と

同
おな

じである。
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問
もんだい

題 15　「障
しょうがいしゃそうごうしえんほう

害者総合支援法」のサービスに関
かん

する次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，適
てきせつ

切なものを 1  

つ選
えら

びなさい。

1　介
かいごきゅうふひ

護給付費の支
しきゅう

給を受
う

けるときに，障
しょうがいしえん

害支援区
くぶん

分の認
にんてい

定は不
ふよう

要である。

2　短
たんき

期入
にゅうしょ

所は介
かいごきゅうふ

護給付の 1つである。

3　地
ちいきせいかつしえんじぎょう

域生活支援事業は，国
くに

が実
じっししゅたい

施主体である。

4　自
じりつしえんきゅうふ

立支援給付は応
おうえきふたん

益負担である。

5　行
こうどうえんご

動援護は訓
くんれんとうきゅうふ

練等給付の 1つである。

（注
ちゅう

）　「障
しょうがいしゃそうごうしえんほう

害者総合支援法」とは，「障
しょうがいしゃ

害者の日
にちじょうせいかつおよ

常生活及び社
しゃかいせいかつ

会生活を総
そうごうてき

合的に支
しえん

援

するための法
ほうりつ

律」のことである。

問
もんだい

題 16　障
しょうがいじしえん

害児支援に関
かん

する次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，適
てきせつ

切なものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　サービスを受
う

けるには，療
りょういくてちょう

育手帳の取
しゅとく

得が必
ひつよう

要である。

2　放
ほうかごとう

課後等デイサービスは，子
こ

ども・子
こそだ

育て支
しえんほう

援法に基
もと

づく支
しえん

援である。

3　障
しょうがいじつうしょしえん

害児通所支援の利
りよう

用には，障
しょうがいじしえんりようけいかく

害児支援利用計画の作
さくせい

成は不
ふよう

要である。

4　障
しょうがいじにゅうしょしえん

害児入所支援は，すべての市
しちょうそん

町村が実
じっししゅたい

施主体である。

5　保
ほいくしょとうほうもんしえん

育所等訪問支援は，保
ほいくしょとう

育所等を訪
ほうもん

問し，障
しょうがい

害のある児
じどう

童が集
しゅうだんせいかつ

団生活に適
てきおう

応で

きるように専
せんもんてき

門的な支
しえん

援を行
おこな

う。
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問
もんだい

題 17　次
つぎ

の記
きじゅつ

述のうち，サービス付
つ

き高
こうれいしゃむ

齢者向け住
じゅうたく

宅に関
かん

するものとして，正
ただ

しいものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　「高
こうれいしゃ

齢者住
す

まい法
ほう

」に基
もと

づく，高
こうれいしゃ

齢者のための住
す

まいである。

2　65 歳
さいいじょう

以上の者
もの

が，市
しちょうそん

町村の措
そ ち

置によって入
にゅうきょ

居する。

3　認
にんちしょうこうれいしゃ

知症高齢者を対
たいしょう

象とした，共
きょうどうせいかつ

同生活の住
じゅうきょ

居である。

4　食
しょくじ

事サービスの提
ていきょう

供が義
ぎ む

務づけられている。

5　介
かいご

護サービスの提
ていきょう

供が義
ぎ む

務づけられている。

（注
ちゅう

）　「高
こうれいしゃ

齢者住
す

まい法
ほう

」とは，「高
こうれいしゃ

齢者の居
きょじゅう

住の安
あんていかくほ

定確保に関
かん

する法
ほうりつ

律」のことであ

る。

問
もんだい

題 18　Ｃさん（60 歳
さい

，男
だんせい

性）は，休
きゅうじつ

日に自
じたく

宅で趣
しゅみ

味の家
かていさいえん

庭菜園の作
さぎょうちゅう

業中に脳
のうしゅっ

出  

血
けつ

（cerebral hemorrhage）を起
お

こして救
きゅうきゅうはんそう

急搬送された。特
とく

に麻
ま ひ

痺はなく，その後
ご

，

リハビリテーション病
びょういん

院 に転
てんいん

院した。現
げんざい

在は，高
こうじのうきのうしょうがい

次脳機能障害（higher brain 

dysfunction）の治
ちりょう

療とリハビリテーションに専
せんねん

念している。

医
いりょうひ

療費を支
しはら

払うときにＣさんが利
りよう

用する制
せいど

度として，最
もっと

も適
てきせつ

切なものを 1 つ選
えら

びなさい。

1　介
かいごほけんせいど

護保険制度

2　労
ろうどうしゃさいがいほしょうほけんせいど

働者災害補償保険制度

3　雇
こようほけんせいど

用保険制度

4　医
いりょうほけんせいど

療保険制度

5　年
ねんきんせいど

金制度




